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学習指導要領の一部改正について 

 

平成 27年 3月 27日に小学校学習指導要領，中学校学習指導要領，特別支援学校小学部・

中学部学習指導要領が一部改正されました（文部科学省告示第 60号・第 61号・第 62号）。 

この改正により，道徳教育の抜本的改善・充実が図られ，「道徳の時間」が「特別の教科 

道徳」（「道徳科」）として新たに位置付けられました。 

なお，この改正の施行日は，小学校については平成 30年 4月 1日，中学校については平

成 31年 4月 1日（特別支援学校は小・中学校に準ずる）ですが，特例により，平成 27年 4

月 1日から一部改正学習指導要領の趣旨を踏まえた取組も可能とされています。 

 

 

● 小学校学習指導要領 新旧比較 ● 

（※ 平成 27年 3月 27日告示 下線部は，主な変更箇所） 

改正後 改正前 

第 1章 総則 

第 1 教育課程編成の一般方針 

1 （略） 

2 学校における道徳教育は，特別の教科である

道徳（以下「道徳科」という。）を要として学

校の教育活動全体を通じて行うものであり，道

徳科はもとより，各教科，外国語活動，総合的

な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質

に応じて，児童の発達の段階を考慮して，適切

な指導を行わなければならない。 

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定

められた教育の根本精神に基づき，自己の生き

方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立し

た人間として他者と共によりよく生きるため

の基盤となる道徳性を養うことを目標とする。 

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の

精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，そ

の他社会における具体的な生活の中に生かし，

豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それら

を育んできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな

文化の創造を図るとともに，平和で民主的な国 

第 1章 総則 

第 1 教育課程編成の一般方針 

1 （略） 

2 学校における道徳教育は，道徳の時間を要
かなめ

と

して学校の教育活動全体を通じて行うもので

あり，道徳の時間はもとより，各教科，外国語

活動，総合的な学習の時間及び特別活動のそれ

ぞれの特質に応じて，児童の発達の段階を考慮

して，適切な指導を行わなければならない。 

 

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定

められた教育の根本精神に基づき，人間尊重の

精神と生命に対する畏
い

敬の念を家庭，学校，そ

の他社会における具体的な生活の中に生かし，

豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それら

をはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊

かな文化の創造を図るとともに，公共の精神を

尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，他

国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保

全に貢献し未来を拓
ひら

く主体性のある日本人を

育成するため，その基盤としての道徳性を養う 
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改正後 改正前 

家及び社会の形成者として，公共の精神を尊

び，社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，

国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し

未来を拓
ひら

く主体性のある日本人の育成に資す

ることとなるよう特に留意しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

3 （略） 

 

第 2 内容等の取扱いに関する共通的事項 

1 第 2 章以下に示す各教科，道徳科，外国語活

動及び特別活動の内容に関する事項は，特に示

す場合を除き，いずれの学校においても取り扱

わなければならない。 

2 学校において特に必要がある場合には，第 2

章以下に示していない内容を加えて指導する

ことができる。また，第 2章以下に示す内容の

取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項

は，全ての児童に対して指導するものとする内

容の範囲や程度等を示したものであり，学校に

おいて特に必要がある場合には，この事項にか

かわらず指導することができる。ただし，これ

らの場合には，第 2章以下に示す各教科，道徳

科，外国語活動及び特別活動並びに各学年の目

標や内容の趣旨を逸脱したり，児童の負担過重

となったりすることのないようにしなければ

ならない。 

3 第 2 章以下に示す各教科，道徳科，外国語活

動及び特別活動並びに各学年の内容に掲げる 

ことを目標とする。 

道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童

及び児童相互の人間関係を深めるとともに，児

童が自己の生き方についての考えを深め，家庭

や地域社会との連携を図りながら，集団宿泊活

動やボランティア活動，自然体験活動などの豊

かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳

性の育成が図られるよう配慮しなければなら

ない。その際，特に児童が基本的な生活習慣，

社会生活上のきまりを身に付け，善悪を判断

し，人間としてしてはならないことをしないよ

うにすることなどに配慮しなければならない。 

3 （略） 

 

第 2 内容等の取扱いに関する共通的事項 

1 第 2 章以下に示す各教科，道徳，外国語活動

及び特別活動の内容に関する事項は，特に示す

場合を除き，いずれの学校においても取り扱わ

なければならない。 

2 学校において特に必要がある場合には，第 2

章以下に示していない内容を加えて指導する

ことができる。また，第 2章以下に示す内容の

取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項

は，すべての児童に対して指導するものとする

内容の範囲や程度等を示したものであり，学校

において特に必要がある場合には，この事項に

かかわらず指導することができる。ただし，こ

れらの場合には，第 2章以下に示す各教科，道

徳，外国語活動及び特別活動並びに各学年の目

標や内容の趣旨を逸脱したり，児童の負担過重

となったりすることのないようにしなければ

ならない。 

3 第 2 章以下に示す各教科，道徳，外国語活動

及び特別活動並びに各学年の内容に掲げる事 
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改正後 改正前 

事項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順

序を示すものではないので，学校においては，

その取扱いについて適切な工夫を加えるもの

とする。 

4 （略） 

5 学校において 2 以上の学年の児童で編制する

学級について特に必要がある場合には，各教

科，道徳科，外国語活動及び特別活動の目標の

達成に支障のない範囲内で，各教科，道徳，外

国語活動及び特別活動の目標及び内容につい

て学年別の順序によらないことができる。 

6 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じ

て行う道徳教育の内容は，第 3章特別の教科道

徳の第 2に示す内容とする。 

 

第 3 授業時数等の取扱い 

1 各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習

の時間及び特別活動（以下「各教科等」という。

ただし，1及び 3において，特別活動について

は学級活動（学校給食に係るものを除く。）に

限る。）の授業は，年間 35 週（第 1 学年につ

いては 34週）以上にわたって行うよう計画し，

週当たりの授業時数が児童の負担過重になら

ないようにするものとする。ただし，各教科等

や学習活動の特質に応じ効果的な場合には，夏

季，冬季，学期末等の休業日の期間に授業日を

設定する場合を含め，これらの授業を特定の期

間に行うことができる。なお，給食，休憩など

の時間については，学校において工夫を加え，

適切に定めるものとする。 

2～5 （略） 

 

第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

1 （略） 

項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順序

を示すものではないので，学校においては，そ

の取扱いについて適切な工夫を加えるものと

する。 

4 （略） 

5 学校において 2 以上の学年の児童で編制する

学級について特に必要がある場合には，各教

科，道徳，外国語活動及び特別活動の目標の達

成に支障のない範囲内で，各教科，道徳，外国

語活動及び特別活動の目標及び内容について

学年別の順序によらないことができる。 

（第 3章の第 2より移動） 

 

 

 

第 3 授業時数等の取扱い 

1 各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の

時間及び特別活動（以下「各教科等」という。

ただし，1及び 3において，特別活動について

は学級活動（学校給食に係るものを除く。）に

限る。）の授業は，年間 35 週（第 1 学年につ

いては 34週）以上にわたって行うよう計画し，

週当たりの授業時数が児童の負担過重になら

ないようにするものとする。ただし，各教科等

や学習活動の特質に応じ効果的な場合には，夏

季，冬季，学期末等の休業日の期間に授業日を

設定する場合を含め，これらの授業を特定の期

間に行うことができる。なお，給食，休憩など

の時間については，学校において工夫を加え，

適切に定めるものとする。 

2～5 （略） 

 

第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

1 （略） 
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改正後 改正前 

2 各教科等の指導に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。  

（1）～（12） （略） 

3 道徳教育を進めるに当たっては，次の事項に

配慮するものとする。 

（1）各学校においては，第 1の 2に示す道徳

教育の目標を踏まえ，道徳教育の全体計画

を作成し，校長の方針の下に，道徳教育の

推進を主に担当する教師（以下「道徳教育

推進教師」という。）を中心に，全教師が

協力して道徳教育を展開すること。なお，

道徳教育の全体計画の作成に当たっては，

児童，学校及び地域の実態を考慮して，学

校の道徳教育の重点目標を設定するとと

もに，道徳科の指導方針，第 3章特別の教

科道徳の第 2 に示す内容との関連を踏ま

えた各教科，外国語活動，総合的な学習の

時間及び特別活動における指導の内容及

び時期並びに家庭や地域社会との連携の

方法を示すこと。 

（2）各学校においては，児童の発達の段階や

特性等を踏まえ，指導内容の重点化を図る

こと。その際，各学年を通じて，自立心や

自律性，生命を尊重する心や他者を思いや

る心を育てることに留意すること。また，

各学年段階においては，次の事項に留意す

ること。 

ア 第 1 学年及び第 2 学年においては，

挨拶などの基本的な生活習慣を身に付

けること，善悪を判断し，してはなら

ないことをしないこと，社会生活上の

きまりを守ること。 

イ 第 3 学年及び第 4 学年においては，

善悪を判断し，正しいと判断したこと 

2 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。  

 

（1）～（12） （略） 

（第 3章の第 3の 1（1）・（3）より移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5/39 

 

改正後 改正前 

を行うこと，身近な人々と協力し助け

合うこと，集団や社会のきまりを守る

こと。 

ウ 第 5 学年及び第 6 学年においては，

相手の考え方や立場を理解して支え合

うこと，法やきまりの意義を理解して

進んで守ること，集団生活の充実に努

めること，伝統と文化を尊重し，それ

らを育んできた我が国と郷土を愛する

とともに，他国を尊重すること。 

（3）学校や学級内の人間関係や環境を整える

とともに，集団宿泊活動やボランティア活

動，自然体験活動，地域の行事への参加な

どの豊かな体験を充実すること。また，道

徳教育の指導内容が，児童の日常生活に生

かされるようにすること。その際，いじめ

の防止や安全の確保等にも資することと

なるよう留意すること。 

（4）学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に

関する諸活動などの情報を積極的に公表

したり，道徳教育の充実のために家庭や地

域の人々の積極的な参加や協力を得たり

するなど，家庭や地域社会との共通理解を

深め，相互の連携を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 1章の第 1の 2の後段より移動） 

 

 

 

 

 

 

 

（第 3章の第 3の 4より移動） 
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改正後 改正前 

第 2章 各教科 

第 1節～第 9節 

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

・第 1 章総則の第 1 の 2 に示す道徳教育の目

標に基づき，道徳科などとの関連を考慮しな

がら，第 3章特別の教科道徳の第 2に示す内

容について，…（後略） 

 

第3章 特別の教科 道徳 

第1 目標 

第1章総則の第1の2に示す道徳教育の目標に基

づき，よりよく生きるための基盤となる道徳性を

養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，

自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考え，自

己の生き方についての考えを深める学習を通し

て，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育

てる。 

 

 

 

 

 

第2 内容 

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の

要である道徳科においては，以下に示す項目につ

いて扱う。 

A 主として自分自身に関すること 

［善悪の判断，自律，自由と責任］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

よいことと悪いこととの区別をし，よいと思

うことを進んで行うこと。 

〔第3学年及び第4学年〕 

正しいと判断したことは，自信をもって行う 

第 2章 各教科 

第 1節～第 9節 

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

・第 1章総則の第 1の 2及び第 3章道徳の第 1

に示す道徳教育の目標に基づき，道徳の時間

などとの関連を考慮しながら，第 3章道徳の

第 2に示す内容について，…（後略） 

 

第3章 道徳 

第1 目標 

道徳教育の目標は，第1章総則の第1の2に示す

ところにより，学校の教育活動全体を通じて，道

徳的な心情，判断力，実践意欲と態度などの道徳

性を養うこととする。 

道徳の時間においては，以上の道徳教育の目標

に基づき，各教科，外国語活動，総合的な学習の

時間及び特別活動における道徳教育と密接な関

連を図りながら，計画的，発展的な指導によって

これを補充，深化，統合し，道徳的価値の自覚及

び自己の生き方についての考えを深め，道徳的実

践力を育成するものとする。 

 

第2 内容 

道徳の時間を要
かなめ

として学校の教育活動全体を

通じて行う道徳教育の内容は，次のとおりとす

る。 

〔第1学年及び第2学年〕 

1 主として自分自身に関すること。 

（1）健康や安全に気を付け，物や金銭を大切

にし，身の回りを整え，わがままをしない

で，規則正しい生活をする。 

（2）自分がやらなければならない勉強や仕事

は，しっかりと行う。 
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改正後 改正前 

こと。 

〔第5学年及び第6学年〕 

自由を大切にし，自律的に判断し，責任のあ

る行動をすること。 

［正直，誠実］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

うそをついたりごまかしをしたりしないで，

素直に伸び伸びと生活すること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

過ちは素直に改め，正直に明るい心で生活す

ること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

誠実に，明るい心で生活すること。 

［節度，節制］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

健康や安全に気を付け，物や金銭を大切に

し，身の回りを整え，わがままをしないで，規

則正しい生活をすること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

自分でできることは自分でやり，安全に気を

付け，よく考えて行動し，節度のある生活をす

ること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

安全に気を付けることや，生活習慣の大切さ

について理解し，自分の生活を見直し，節度を

守り節制に心掛けること。 

［個性の伸長］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

自分の特徴に気付くこと。 

〔第3学年及び第4学年〕 

自分の特徴に気付き，長所を伸ばすこと。 

〔第5学年及び第6学年〕 

自分の特徴を知って，短所を改め長所を伸ば

すこと。 

（3）よいことと悪いことの区別をし，よいと

思うことを進んで行う。 

（4）うそをついたりごまかしをしたりしない

で，素直に伸び伸びと生活する。 

2 主として他の人とのかかわりに関すること。 

（1）気持ちのよいあいさつ，言葉遣い，動作

などに心掛けて，明るく接する。 

（2）幼い人や高齢者など身近にいる人に温か

い心で接し，親切にする。 

（3）友達と仲よくし，助け合う。 

（4）日ごろ世話になっている人々に感謝する。 

3 主として自然や崇高なものとのかかわりに

関すること。 

（1）生きることを喜び，生命を大切にする心

をもつ。 

（2）身近な自然に親しみ，動植物に優しい心

で接する。 

（3）美しいものに触れ，すがすがしい心をも

つ。 

4 主として集団や社会とのかかわりに関する

こと。 

（1）約束やきまりを守り，みんなが使う物

を大切にする。 

（2）働くことのよさを感じて，みんなのた

めに働く。 

（3）父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手

伝いなどをして，家族の役に立つ喜び

を知る。 

（4）先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，

学級や学校の生活を楽しくする。 

（5）郷土の文化や生活に親しみ，愛着をも

つ。 
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改正後 改正前 

［希望と勇気，努力と強い意志］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

自分のやるべき勉強や仕事をしっかりと行

うこと。 

〔第3学年及び第4学年〕 

自分でやろうと決めた目標に向かって，強い

意志をもち，粘り強くやり抜くこと。 

〔第5学年及び第6学年〕 

より高い目標を立て，希望と勇気をもち，困

難があってもくじけずに努力して物事をやり

抜くこと。 

［真理の探究］ 

〔第5学年及び第6学年〕 

真理を大切にし，物事を探究しようとする心

をもつこと。 

B 主として人との関わりに関すること 

［親切，思いやり］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

身近にいる人に温かい心で接し，親切にする

こと。 

〔第3学年及び第4学年〕 

相手のことを思いやり，進んで親切にするこ

と。 

〔第5学年及び第6学年〕 

誰に対しても思いやりの心をもち，相手の立

場に立って親切にすること。 

［感謝］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

家族など日頃世話になっている人々に感謝

すること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

家族など生活をさせてくれている人々や現

在の生活を築いてくれた高齢者に，尊敬と感謝

の気持ちをもって接すること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

1 主として自分自身に関すること。 

（1）自分でできることは自分でやり，よく考

えて行動し，節度のある生活をする。 

（2）自分でやろうと決めたことは，粘り強く

やり遂げる。 

（3）正しいと判断したことは，勇気をもって

行う。 

（4）過ちは素直に改め，正直に明るい心で元

気よく生活する。 

（5）自分の特徴に気付き，よい所を伸ばす。 

2 主として他の人とのかかわりに関すること。 

（1）礼儀の大切さを知り，だれに対しても真

心をもって接する。 

（2）相手のことを思いやり，進んで親切にす

る。 

（3）友達と互いに理解し，信頼し，助け合う。 

（4）生活を支えている人々や高齢者に，尊敬

と感謝の気持ちをもって接する。 

3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関

すること。 

（1）生命の尊さを感じ取り，生命あるものを

大切にする。 

（2）自然のすばらしさや不思議さに感動し，

自然や動植物を大切にする。 

（3）美しいものや気高いものに感動する心を

もつ。 

4 主として集団や社会とのかかわりに関するこ

と。 

（1）約束や社会のきまりを守り，公徳心をも

つ。 

（2）働くことの大切さを知り，進んでみんな

のために働く。 

（3）父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協 
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〔第5学年及び第6学年〕 

日々の生活が家族や過去からの多くの人々

の支え合いや助け合いで成り立っていること

に感謝し，それに応えること。 

［礼儀］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

気持ちのよい挨拶，言葉遣い，動作などに心

掛けて，明るく接すること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

礼儀の大切さを知り，誰に対しても真心をも

って接すること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

時と場をわきまえて，礼儀正しく真心をもっ

て接すること。 

［友情，信頼］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

友達と仲よくし，助け合うこと。 

〔第3学年及び第4学年〕 

友達と互いに理解し，信頼し，助け合うこと。 

〔第5学年及び第6学年〕 

友達と互いに信頼し，学び合って友情を深

め，異性についても理解しながら，人間関係を

築いていくこと。 

［相互理解，寛容］ 

〔第3学年及び第4学年〕 

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，

相手のことを理解し，自分と異なる意見も大切

にすること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，

謙虚な心をもち，広い心で自分と異なる意見や

立場を尊重すること。 

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

［規則の尊重］ 

力し合って楽しい家庭をつくる。 

（4）先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協

力し合って楽しい学級をつくる。 

（5）郷土の伝統と文化を大切にし，郷土を愛

する心をもつ。 

（6）我が国の伝統と文化に親しみ，国を愛す

る心をもつとともに，外国の人々や文化に

関心をもつ。 

 

〔第5学年及び第6学年〕 

1 主として自分自身に関すること。 

（1）生活習慣の大切さを知り，自分の生活を

見直し，節度を守り節制に心掛ける。 

（2）より高い目標を立て，希望と勇気をもっ

てくじけないで努力する。 

（3）自由を大切にし，自律的で責任のある行

動をする。 

（4）誠実に，明るい心で楽しく生活する。 

（5）真理を大切にし，進んで新しいものを求

め，工夫して生活をよりよくする。 

（6）自分の特徴を知って，悪い所を改めよい

所を積極的に伸ばす。 

2 主として他の人とのかかわりに関すること。 

（1）時と場をわきまえて，礼儀正しく真心を

もって接する。 

（2）だれに対しても思いやりの心をもち，相

手の立場に立って親切にする。 

（3）互いに信頼し，学び合って友情を深め，

男女仲よく協力し助け合う。 

（4）謙虚な心をもち，広い心で自分と異なる

意見や立場を大切にする。 

（5）日々の生活が人々の支え合いや助け合い

で成り立っていることに感謝し，それにこ

たえる。 
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〔第1学年及び第2学年〕 

約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切

にすること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

約束や社会のきまりの意義を理解し，それら

を守ること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

法やきまりの意義を理解した上で進んでそ

れらを守り，自他の権利を大切にし，義務を果

たすこと。 

［公正，公平，社会正義］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

自分の好き嫌いにとらわれないで接するこ

と。 

〔第3学年及び第4学年〕 

誰に対しても分け隔てをせず，公正，公平な

態度で接すること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

誰に対しても差別をすることや偏見をもつ

ことなく，公正，公平な態度で接し，正義の実

現に努めること。 

［勤労，公共の精神］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

働くことのよさを知り，みんなのために働く

こと。 

〔第3学年及び第4学年〕 

働くことの大切さを知り，進んでみんなのた

めに働くこと。 

〔第5学年及び第6学年〕 

働くことや社会に奉仕することの充実感を

味わうとともに，その意義を理解し，公共のた

めに役に立つことをすること。 

［家族愛，家庭生活の充実］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関

すること。 

（1）生命がかけがえのないものであることを

知り，自他の生命を尊重する。 

（2）自然の偉大さを知り，自然環境を大切に

する。 

（3）美しいものに感動する心や人間の力を超

えたものに対する畏敬の念をもつ。 

4 主として集団や社会とのかかわりに関するこ

と。 

（1）公徳心をもって法やきまりを守り，自他

の権利を大切にし進んで義務を果たす。 

（2）だれに対しても差別をすることや偏見を

もつことなく公正，公平にし，正義の実現

に努める。 

（3）身近な集団に進んで参加し，自分の役割

を自覚し，協力して主体的に責任を果た

す。 

（4）働くことの意義を理解し，社会に奉仕す

る喜びを知って公共のために役に立つこ

とをする。 

（5）父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求

めて，進んで役に立つことをする。 

（6）先生や学校の人々への敬愛を深め，みん

なで協力し合いよりよい校風をつくる。 

（7）郷土や我が国の伝統と文化を大切にし，

先人の努力を知り，郷土や国を愛する心を

もつ。 

（8）外国の人々や文化を大切にする心をもち，

日本人としての自覚をもって世界の人々

と親善に努める。 
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父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝いな

どをして，家族の役に立つこと。 

〔第3学年及び第4学年〕 

父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し

合って楽しい家庭をつくること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求めて，

進んで役に立つことをすること。 

［よりよい学校生活，集団生活の充実］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，学級

や学校の生活を楽しくすること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し

合って楽しい学級や学校をつくること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し

合ってよりよい学級や学校をつくるとともに，

様々な集団の中での自分の役割を自覚して集

団生活の充実に努めること。 

［伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

我が国や郷土の文化と生活に親しみ，愛着を

もつこと。 

〔第3学年及び第4学年〕 

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，国や

郷土を愛する心をもつこと。 

〔第5学年及び第6学年〕 

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，先人

の努力を知り，国や郷土を愛する心をもつこ

と。 

［国際理解，国際親善］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

他国の人々や文化に親しむこと。 
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〔第3学年及び第4学年〕 

他国の人々や文化に親しみ，関心をもつこ

と。 

〔第5学年及び第6学年〕 

他国の人々や文化について理解し，日本人と

しての自覚をもって国際親善に努めること。 

D 主として生命や自然，崇高なものとの関わり

に関すること 

［生命の尊さ］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

生きることのすばらしさを知り，生命を大切

にすること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

生命の尊さを知り，生命あるものを大切にす

ること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

生命が多くの生命のつながりの中にあるか

けがえのないものであることを理解し，生命を

尊重すること。 

［自然愛護］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

身近な自然に親しみ，動植物に優しい心で接

すること。 

〔第3学年及び第4学年〕 

自然のすばらしさや不思議さを感じ取り，自

然や動植物を大切にすること。 

〔第5学年及び第6学年〕 

自然の偉大さを知り，自然環境を大切にする

こと。 

［感動，畏敬の念］ 

〔第1学年及び第2学年〕 

美しいものに触れ，すがすがしい心をもつこ

と。 

〔第3学年及び第4学年〕 
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美しいものや気高いものに感動する心をも

つこと。 

〔第5学年及び第6学年〕 

美しいものや気高いものに感動する心や人

間の力を超えたものに対する畏敬の念をもつ

こと。 

［よりよく生きる喜び］ 

〔第5学年及び第6学年〕 

よりよく生きようとする人間の強さや気高

さを理解し，人間として生きる喜びを感じるこ

と。 

 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 各学校においては，道徳教育の全体計画に基

づき，各教科，外国語活動，総合的な学習の時

間及び特別活動との関連を考慮しながら，道徳

科の年間指導計画を作成するものとする。な

お，作成に当たっては，第2に示す各学年段階

の内容項目について，相当する各学年において

全て取り上げることとする。その際，児童や学

校の実態に応じ，2学年間を見通した重点的な

指導や内容項目間の関連を密にした指導，一つ

の内容項目を複数の時間で扱う指導を取り入

れるなどの工夫を行うものとする。 

2 第2の内容の指導に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）校長や教頭などの参加，他の教師との協

力的な指導などについて工夫し，道徳教育

推進教師を中心とした指導体制を充実す

ること。 

（2）道徳科が学校の教育活動全体を通じて行

う道徳教育の要としての役割を果たすこ

とができるよう，計画的・発展的な指導を

行うこと。特に，各教科，外国語活動，総 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 各学校においては，校長の方針の下に，道徳

教育の推進を主に担当する教師（以下「道徳教

育推進教師」という。）を中心に，全教師が協

力して道徳教育を展開するため，次に示すとこ

ろにより，道徳教育の全体計画と道徳の時間の

年間指導計画を作成するものとする。 

（1）道徳教育の全体計画の作成に当たっては，

学校における全教育活動との関連の下に，

児童，学校及び地域の実態を考慮して，学

校の道徳教育の重点目標を設定するとと

もに，第2に示す道徳の内容との関連を踏

まえた各教科，外国語活動，総合的な学習

の時間及び特別活動における指導の内容

及び時期並びに家庭や地域社会との連携

の方法を示す必要があること。 

（2）道徳の時間の年間指導計画の作成に当た

っては，道徳教育の全体計画に基づき，各

教科，外国語活動，総合的な学習の時間及

び特別活動との関連を考慮しながら，計画

的，発展的に授業がなされるよう工夫する

こと。その際，第2に示す各学年段階ごと 
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合的な学習の時間及び特別活動における

道徳教育としては取り扱う機会が十分で

ない内容項目に関わる指導を補うこと

や，児童や学校の実態等を踏まえて指導

をより一層深めること，内容項目の相互

の関連を捉え直したり発展させたりする

ことに留意すること。 

（3）児童が自ら道徳性を養う中で，自らを振

り返って成長を実感したり，これからの課

題や目標を見付けたりすることができる

よう工夫すること。その際，道徳性を養う

ことの意義について，児童自らが考え，理

解し，主体的に学習に取り組むことができ

るようにすること。 

（4）児童が多様な感じ方や考え方に接する中

で，考えを深め，判断し，表現する力など

を育むことができるよう，自分の考えを基

に話し合ったり書いたりするなどの言語

活動を充実すること。 

（5）児童の発達の段階や特性等を考慮し，指

導のねらいに即して，問題解決的な学習，

道徳的行為に関する体験的な学習等を適

切に取り入れるなど，指導方法を工夫する

こと。その際，それらの活動を通じて学ん

だ内容の意義などについて考えることが

できるようにすること。また，特別活動等

における多様な実践活動や体験活動も道

徳科の授業に生かすようにすること。 

（6）児童の発達の段階や特性等を考慮し，第2

に示す内容との関連を踏まえつつ，情報モ

ラルに関する指導を充実すること。また，

児童の発達の段階や特性等を考慮し，例え

ば，社会の持続可能な発展などの現代的な

課題の取扱いにも留意し，身近な社会的課 

の内容項目について，児童や学校の実態

に応じ，2学年間を見通した重点的な指導

や内容項目間の関連を密にした指導を行

うよう工夫すること。ただし，第2に示す

各学年段階ごとの内容項目は相当する各

学年においてすべて取り上げること。な

お，特に必要な場合には，他の学年段階

の内容項目を加えることができること。 

（3）各学校においては，各学年を通じて自立

心や自律性，自他の生命を尊重する心を育

てることに配慮するとともに，児童の発達

の段階や特性等を踏まえ，指導内容の重点

化を図ること。特に低学年ではあいさつな

どの基本的な生活習慣，社会生活上のきま

りを身に付け，善悪を判断し，人間として

してはならないことをしないこと，中学年

では集団や社会のきまりを守り，身近な

人々と協力し助け合う態度を身に付ける

こと，高学年では法やきまりの意義を理解

すること，相手の立場を理解し，支え合う

態度を身に付けること，集団における役割

と責任を果たすこと，国家・社会の一員と

しての自覚をもつことなどに配慮し，児童

や学校の実態に応じた指導を行うよう工

夫すること。また，高学年においては，悩

みや葛藤
かっとう

等の心の揺れ，人間関係の理解等

の課題を積極的に取り上げ，自己の生き方

についての考えを一層深められるよう指

導を工夫すること。 

2 第2に示す道徳の内容は，児童が自ら道徳性を

はぐくむためのものであり，道徳の時間はもと

より，各教科，外国語活動，総合的な学習の時

間及び特別活動においてもそれぞれの特質に

応じた適切な指導を行うものとする。その際， 
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題を自分との関係において考え，それら

の解決に寄与しようとする意欲や態度を

育てるよう努めること。なお，多様な見

方や考え方のできる事柄について，特定

の見方や考え方に偏った指導を行うこと

のないようにすること。 

（7）道徳科の授業を公開したり，授業の実施

や地域教材の開発や活用などに家庭や地

域の人々，各分野の専門家等の積極的な参

加や協力を得たりするなど，家庭や地域社

会との共通理解を深め，相互の連携を図る

こと。 

3 教材については，次の事項に留意するものと

する。 

（1）児童の発達の段階や特性，地域の実情等

を考慮し，多様な教材の活用に努めるこ

と。特に，生命の尊厳，自然，伝統と文化，

先人の伝記，スポーツ，情報化への対応等

の現代的な課題などを題材とし，児童が問

題意識をもって多面的・多角的に考えた

り，感動を覚えたりするような充実した教

材の開発や活用を行うこと。 

（2）教材については，教育基本法や学校教育

法その他の法令に従い，次の観点に照らし

適切と判断されるものであること。 

ア 児童の発達の段階に即し，ねらいを

達成するのにふさわしいものであるこ

と。 

イ 人間尊重の精神にかなうものであっ

て，悩みや葛藤等の心の揺れ，人間関

係の理解等の課題も含め，児童が深く

考えることができ，人間としてよりよ

く生きる喜びや勇気を与えられるもの

であること。 

児童自らが成長を実感でき，これからの課題や

目標が見付けられるよう工夫する必要がある。 

3 道徳の時間における指導に当たっては，次の

事項に配慮するものとする。 

（1）校長や教頭などの参加，他の教師との協

力的な指導などについて工夫し，道徳教育

推進教師を中心とした指導体制を充実す

ること。 

（2）集団宿泊活動やボランティア活動，自然

体験活動などの体験活動を生かすなど，児

童の発達の段階や特性等を考慮した創意

工夫ある指導を行うこと。 

（3）先人の伝記，自然，伝統と文化，スポー

ツなどを題材とし，児童が感動を覚えるよ

うな魅力的な教材の開発や活用を通して，

児童の発達の段階や特性等を考慮した創

意工夫ある指導を行うこと。 

（4）自分の考えを基に，書いたり話し合った

りするなどの表現する機会を充実し，自分

とは異なる考えに接する中で，自分の考え

を深め，自らの成長を実感できるよう工夫

すること。 

（5）児童の発達の段階や特性等を考慮し，第2

に示す道徳の内容との関連を踏まえ，情報

モラルに関する指導に留意すること。 

4 道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級

内の人間関係や環境を整えるとともに，学校の

道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生か

されるようにする必要がある。また，道徳の時

間の授業を公開したり，授業の実施や地域教材

の開発や活用などに，保護者や地域の人々の積

極的な参加や協力を得たりするなど，家庭や地

域社会との共通理解を深め，相互の連携を図る

よう配慮する必要がある。 
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ウ 多様な見方や考え方のできる事柄を

取り扱う場合には，特定の見方や考え

方に偏った取扱いがなされていないも

のであること。 

4 児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を

継続的に把握し，指導に生かすよう努める必要

がある。ただし，数値などによる評価は行わな

いものとする。 

 

第4章 外国語活動 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）～（6） （略） 

（7）第1章総則の第1の2に示す道徳教育の目

標に基づき，道徳科などとの関連を考慮し

ながら，第3章特別の教科道徳の第2に示す

内容について，外国語活動の特質に応じて

適切な指導をすること。 

2 （略） 

 

第5章 総合的な学習の時間 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）～（5） （略） 

（6）各教科，道徳科，外国語活動及び特別活

動で身に付けた知識や技能等を相互に関

連付け，学習や生活において生かし，それ

らが総合的に働くようにすること。 

（7）各教科，道徳科，外国語活動及び特別活

動の目標及び内容との違いに留意しつつ，

第1の目標並びに第2の各学校において定

める目標及び内容を踏まえた適切な学習 

5 児童の道徳性については，常にその実態を把

握して指導に生かすよう努める必要がある。た

だし，道徳の時間に関して数値などによる評価

は行わないものとする。 

 

 

 

 

 

第4章 外国語活動 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）～（6） （略） 

（7）第1章総則の第1の2及び第3章道徳の第1

に示す道徳教育の目標に基づき，道徳の時

間などとの関連を考慮しながら，第3章道

徳の第2に示す内容について，外国語活動

の特質に応じて適切な指導をすること。 

2 （略） 

 

第5章 総合的な学習の時間 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）～（5） （略） 

（6）各教科，道徳，外国語活動及び特別活動

で身に付けた知識や技能等を相互に関連

付け，学習や生活において生かし，それら

が総合的に働くようにすること。 

（7）各教科，道徳，外国語活動及び特別活動

の目標及び内容との違いに留意しつつ，第

1の目標並びに第2の各学校において定め

る目標及び内容を踏まえた適切な学習活 
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活動を行うこと。 

（8） （略） 

（9）第1章総則の第1の2に示す道徳教育の目

標に基づき，道徳科などとの関連を考慮し

ながら，第3章特別の教科道徳の第2に示す

内容について，総合的な学習の時間の特質

に応じて適切な指導をすること。 

 

2 （略） 

 

第6章 特別活動 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）特別活動の全体計画や各活動・学校行事

の年間指導計画の作成に当たっては，学校

の創意工夫を生かすとともに，学級や学校

の実態や児童の発達の段階などを考慮し，

児童による自主的，実践的な活動が助長さ

れるようにすること。また，各教科，道徳

科，外国語活動及び総合的な学習の時間な

どの指導との関連を図るとともに，家庭や

地域の人々との連携，社会教育施設等の活

用などを工夫すること。 

（2）・（3） （略） 

（4）第1章総則の第1の2に示す道徳教育の目

標に基づき，道徳科などとの関連を考慮し

ながら，第3章特別の教科道徳の第2に示す

内容について，特別活動の特質に応じて適

切な指導をすること。 

2 第2の内容の取扱いについては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1） （略） 

（2）〔学級活動〕については，学級，学校及 

動を行うこと。 

（8） （略） 

（9）第1章総則の第1の2及び第3章道徳の第1

に示す道徳教育の目標に基づき，道徳の時

間などとの関連を考慮しながら，第3章道

徳の第2に示す内容について，総合的な学

習の時間の特質に応じて適切な指導をす

ること。 

2 （略） 

 

第6章 特別活動 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）特別活動の全体計画や各活動・学校行事

の年間指導計画の作成に当たっては，学校

の創意工夫を生かすとともに，学級や学校

の実態や児童の発達の段階などを考慮し，

児童による自主的，実践的な活動が助長さ

れるようにすること。また，各教科，道徳，

外国語活動及び総合的な学習の時間など

の指導との関連を図るとともに，家庭や地

域の人々との連携，社会教育施設等の活用

などを工夫すること。 

（2）・（3） （略） 

（4）第1章総則の第1の2及び第3章道徳の第1

に示す道徳教育の目標に基づき，道徳の時

間などとの関連を考慮しながら，第3章道

徳の第2に示す内容について，特別活動の

特質に応じて適切な指導をすること。 

2 第2の内容の取扱いについては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1） （略） 

（2）〔学級活動〕については，学級，学校及 
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び児童の実態，学級集団の育成上の課題

や発達の課題及び第1章総則の第4の3の

（2）に示す道徳教育の重点などを踏ま

え，各学年段階において取り上げる指導

内容の重点化を図るとともに，必要に応

じて，内容間の関連や統合を図ったり，

他の内容を加えたりすることができるこ

と。また，学級経営の充実を図り，個々

の児童についての理解を深め，児童との

信頼関係を基礎に指導を行うとともに，

生徒指導との関連を図るようにするこ

と。 

（3）・（4） （略） 

3 （略） 

び児童の実態，学級集団の育成上の課題

や発達の課題及び第3章道徳の第3の1の

（3）に示す道徳教育の重点などを踏ま

え，各学年段階において取り上げる指導

内容の重点化を図るとともに，必要に応

じて，内容間の関連や統合を図ったり，

他の内容を加えたりすることができるこ

と。また，学級経営の充実を図り，個々

の児童についての理解を深め，児童との

信頼関係を基礎に指導を行うとともに，

生徒指導との関連を図るようにするこ

と。 

（3）・（4） （略） 

3 （略） 
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● 中学校学習指導要領 新旧比較 ● 

（※ 平成 27年 3月 27日告示 下線部は，主な変更箇所） 

改正後 改正前 

第1章 総則 

第1 教育課程編成の一般方針 

1 （略） 

2 学校における道徳教育は，特別の教科である

道徳（以下「道徳科」という。）を要として学

校の教育活動全体を通じて行うものであり，道

徳科はもとより，各教科，総合的な学習の時間

及び特別活動のそれぞれの特質に応じて，生徒

の発達の段階を考慮して，適切な指導を行わな

ければならない。 

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定

められた教育の根本精神に基づき，人間として

の生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，

自立した人間として他者と共によりよく生き

るための基盤となる道徳性を養うことを目標

とする。 

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の

精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，そ

の他社会における具体的な生活の中に生かし，

豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それら

を育んできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな

文化の創造を図るとともに，平和で民主的な国

家及び社会の形成者として，公共の精神を尊

び，社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，

国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し

未来を拓
ひら

く主体性のある日本人の育成に資す

ることとなるよう特に留意しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

第1章 総則 

第1 教育課程編成の一般方針 

1 （略） 

2 学校における道徳教育は，道徳の時間を要
かなめ

と

して学校の教育活動全体を通じて行うもので

あり，道徳の時間はもとより，各教科，総合的

な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質

に応じて，生徒の発達の段階を考慮して，適切

な指導を行わなければならない。 

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定

められた教育の根本精神に基づき，人間尊重の

精神と生命に対する畏
い

敬の念を家庭，学校，そ

の他社会における具体的な生活の中に生かし，

豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それら

をはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊

かな文化の創造を図るとともに，公共の精神を

尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，他

国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保

全に貢献し未来を拓
ひら

く主体性のある日本人を

育成するため，その基盤としての道徳性を養う

ことを目標とする。 

道徳教育を進めるに当たっては，教師と生徒

及び生徒相互の人間関係を深めるとともに，生

徒が道徳的価値に基づいた人間としての生き

方についての自覚を深め，家庭や地域社会との

連携を図りながら，職場体験活動やボランティ

ア活動，自然体験活動などの豊かな体験を通し

て生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図ら

れるよう配慮しなければならない。その際，特

に生徒が自他の生命を尊重し，規律ある生活が

でき，自分の将来を考え，法やきまりの意義の

理解を深め，主体的に社会の形成に参画し，国

際社会に生きる日本人としての自覚を身に付 
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改正後 改正前 

 

 

3 （略） 

 

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項 

1 第2章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動

の内容に関する事項は，特に示す場合を除き，

いずれの学校においても取り扱わなければな

らない。 

2 学校において特に必要がある場合には，第2

章以下に示していない内容を加えて指導する

ことができる。また，第2章以下に示す内容の

取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項

は，全ての生徒に対して指導するものとする内

容の範囲や程度等を示したものであり，学校に

おいて特に必要がある場合には，この事項にか

かわらず指導することができる。ただし，これ

らの場合には，第2章以下に示す各教科，道徳

科及び特別活動並びに各学年，各分野又は各言

語の目標や内容の趣旨を逸脱したり，生徒の負

担過重となったりすることのないようにしな

ければならない。 

3 第2章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動

並びに各学年，各分野又は各言語の内容に掲げ

る事項の順序は，特に示す場合を除き，指導の

順序を示すものではないので，学校において

は，その取扱いについて適切な工夫を加えるも

のとする。 

4～7 （略） 

8 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じ

て行う道徳教育の内容は，第3章特別の教科道

徳の第2に示す内容とする。 

 

けるようにすることなどに配慮しなければ

ならない。 

3 （略） 

 

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項 

1 第2章以下に示す各教科，道徳及び特別活動の

内容に関する事項は，特に示す場合を除き，い

ずれの学校においても取り扱わなければなら

ない。 

2 学校において特に必要がある場合には，第2

章以下に示していない内容を加えて指導する

ことができる。また，第2章以下に示す内容の

取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項

は，すべての生徒に対して指導するものとする

内容の範囲や程度等を示したものであり，学校

において特に必要がある場合には，この事項に

かかわらず指導することができる。ただし，こ

れらの場合には，第2章以下に示す各教科，道

徳及び特別活動並びに各学年，各分野又は各言

語の目標や内容の趣旨を逸脱したり，生徒の負

担過重となったりすることのないようにしな

ければならない。 

3 第2章以下に示す各教科，道徳及び特別活動並

びに各学年，各分野又は各言語の内容に掲げる

事項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順

序を示すものではないので，学校においては，

その取扱いについて適切な工夫を加えるもの

とする。 

4～7 （略） 

（第3章の第2より移動） 
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第3 授業時数等の取扱い 

1 各教科，道徳科，総合的な学習の時間及び特

別活動（以下「各教科等」という。ただし，1

及び3において，特別活動については学級活動

（学校給食に係るものを除く。）に限る。）の

授業は，年間35週以上にわたって行うよう計画

し，週当たりの授業時数が生徒の負担過重にな

らないようにするものとする。ただし，各教科

等（特別活動を除く。）や学習活動の特質に応

じ効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の

休業日の期間に授業日を設定する場合を含め，

これらの授業を特定の期間に行うことができ

る。なお，給食，休憩などの時間については，

学校において工夫を加え，適切に定めるものと

する。 

2～5 （略） 

 

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

1 （略） 

2 各教科等の指導に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）～（14） （略） 

3 道徳教育を進めるに当たっては，次の事項に

配慮するものとする。 

（1）各学校においては，第1の2に示す道徳教

育の目標を踏まえ，道徳教育の全体計画を

作成し，校長の方針の下に，道徳教育の推

進を主に担当する教師（以下「道徳教育推

進教師」という。）を中心に，全教師が協

力して道徳教育を展開すること。なお，道

徳教育の全体計画の作成に当たっては，生

徒，学校及び地域の実態を考慮して，学校

の道徳教育の重点目標を設定するととも

に，道徳科の指導方針，第3章特別の教科 

第3 授業時数等の取扱い 

1 各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特別

活動（以下「各教科等」という。ただし，1及

び3において，特別活動については学級活動（学

校給食に係るものを除く。）に限る。）の授業

は，年間35週以上にわたって行うよう計画し，

週当たりの授業時数が生徒の負担過重になら

ないようにするものとする。ただし，各教科等

（特別活動を除く。）や学習活動の特質に応じ

効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の休

業日の期間に授業日を設定する場合を含め，こ

れらの授業を特定の期間に行うことができる。

なお，給食，休憩などの時間については，学校

において工夫を加え，適切に定めるものとす

る。 

2～5 （略） 

 

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

1 （略） 

2 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 

 

（1）～（14） （略） 

（第3章の第3の1（1）・（3）より移動） 
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道徳の第2に示す内容との関連を踏まえ

た各教科，総合的な学習の時間及び特別

活動における指導の内容及び時期並びに

家庭や地域社会との連携の方法を示すこ

と。 

（2）各学校においては，生徒の発達の段階や

特性等を踏まえ，指導内容の重点化を図る

こと。その際，小学校における道徳教育の

指導内容を更に発展させ，自立心や自律性

を高め，規律ある生活をすること，生命を

尊重する心や自らの弱さを克服して気高

く生きようとする心を育てること，法やき

まりの意義に関する理解を深めること，自

らの将来の生き方を考え主体的に社会の

形成に参画する意欲と態度を養うこと，伝

統と文化を尊重し，それらを育んできた我

が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重

すること，国際社会に生きる日本人として

の自覚を身に付けることに留意すること。 

（3）学校や学級内の人間関係や環境を整える

とともに，職場体験活動やボランティア活

動，自然体験活動，地域の行事への参加な

どの豊かな体験を充実すること。また，道

徳教育の指導内容が，生徒の日常生活に生

かされるようにすること。その際，いじめ

の防止や安全の確保等にも資することと

なるよう留意すること。 

（4）学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に

関する諸活動などの情報を積極的に公表

したり，道徳教育の充実のために家庭や地

域の人々の積極的な参加や協力を得たり

するなど，家庭や地域社会との共通理解を

深め，相互の連携を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第1章の第1の2の後段より移動） 

 

 

 

 

 

 

 

（第3章の第3の4より移動） 
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第2章 各教科 

第1節～第9節 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

・第1章総則の第1の2に示す道徳教育の目標に

基づき，道徳科などとの関連を考慮しなが

ら，第3章特別の教科道徳の第2に示す内容

について，…（後略） 

 

第3章 特別の教科 道徳 

第1 目標 

第1章総則の第1の2に示す道徳教育の目標に基

づき，よりよく生きるための基盤となる道徳性を

養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，

自己を見つめ，物事を広い視野から多面的・多角

的に考え，人間としての生き方についての考えを

深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実

践意欲と態度を育てる。 

 

 

 

 

 

第2 内容 

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の

要である道徳科においては，以下に示す項目につ

いて扱う。 

A 主として自分自身に関すること 

［自主，自律，自由と責任］ 

自律の精神を重んじ，自主的に考え，判断し，

誠実に実行してその結果に責任をもつこと。 

［節度，節制］ 

望ましい生活習慣を身に付け，心身の健康の 

第2章 各教科 

第1節～第9節 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

・第1章総則の第1の2及び第3章道徳の第1に示

す道徳教育の目標に基づき，道徳の時間など

との関連を考慮しながら，第3章道徳の第2

に示す内容について，…（後略） 

 

第3章 道徳 

第1 目標 

道徳教育の目標は，第1章総則の第1の2に示す

ところにより，学校の教育活動全体を通じて，道

徳的な心情，判断力，実践意欲と態度などの道徳

性を養うこととする。 

道徳の時間においては，以上の道徳教育の目標

に基づき，各教科，総合的な学習の時間及び特別

活動における道徳教育と密接な関連を図りなが

ら，計画的，発展的な指導によってこれを補充，

深化，統合し，道徳的価値及びそれに基づいた人

間としての生き方についての自覚を深め，道徳的

実践力を育成するものとする。 

 

第2 内容 

道徳の時間を要
かなめ

として学校の教育活動全体を

通じて行う道徳教育の内容は，次のとおりとす

る。 

1 主として自分自身に関すること。 

（1）望ましい生活習慣を身に付け，心身の健

康の増進を図り，節度を守り節制に心掛け

調和のある生活をする。 

（2）より高い目標を目指し，希望と勇気をも

って着実にやり抜く強い意志をもつ。 
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増進を図り，節度を守り節制に心掛け，安全で

調和のある生活をすること。 

［向上心，個性の伸長］ 

自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，

個性を伸ばして充実した生き方を追求するこ

と。 

［希望と勇気，克己と強い意志］ 

より高い目標を設定し，その達成を目指し，

希望と勇気をもち，困難や失敗を乗り越えて着

実にやり遂げること。 

［真理の探究，創造］ 

真実を大切にし，真理を探究して新しいもの

を生み出そうと努めること。 

B 主として人との関わりに関すること 

［思いやり，感謝］ 

思いやりの心をもって人と接するとともに，

家族などの支えや多くの人々の善意により

日々の生活や現在の自分があることに感謝し，

進んでそれに応え，人間愛の精神を深めるこ

と。 

［礼儀］ 

礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適切な

言動をとること。 

［友情，信頼］ 

友情の尊さを理解して心から信頼できる友

達をもち，互いに励まし合い，高め合うととも

に，異性についての理解を深め，悩みや葛藤も

経験しながら人間関係を深めていくこと。 

［相互理解，寛容］ 

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，

それぞれの個性や立場を尊重し，いろいろなも

のの見方や考え方があることを理解し，寛容の

心をもって謙虚に他に学び，自らを高めていく

こと。 

（3）自律の精神を重んじ，自主的に考え，誠

実に実行してその結果に責任をもつ。 

（4）真理を愛し，真実を求め，理想の実現を

目指して自己の人生を切り拓
ひら

いていく。 

（5）自己を見つめ，自己の向上を図るととも

に，個性を伸ばして充実した生き方を追求

する。 

2 主として他の人とのかかわりに関すること。 

（1）礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適

切な言動をとる。 

（2）温かい人間愛の精神を深め，他の人々に

対し思いやりの心をもつ。 

（3）友情の尊さを理解して心から信頼できる

友達をもち，互いに励まし合い，高め合う。 

（4）男女は，互いに異性についての正しい理

解を深め，相手の人格を尊重する。 

（5）それぞれの個性や立場を尊重し，いろい

ろなものの見方や考え方があることを理

解して，寛容の心をもち謙虚に他に学ぶ。 

（6）多くの人々の善意や支えにより，日々の

生活や現在の自分があることに感謝し，そ

れにこたえる。 

3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関

すること。 

（1）生命の尊さを理解し，かけがえのない自

他の生命を尊重する。 

（2）自然を愛護し，美しいものに感動する豊

かな心をもち，人間の力を超えたものに対

する畏
い

敬の念を深める。 

（3）人間には弱さや醜さを克服する強さや気

高さがあることを信じて，人間として生き

ることに喜びを見いだすように努める。 

4 主として集団や社会とのかかわりに関するこ

と。 
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C 主として集団や社会との関わりに関すること 

［遵法精神，公徳心］ 

法やきまりの意義を理解し，それらを進んで

守るとともに，そのよりよい在り方について考

え，自他の権利を大切にし，義務を果たして，

規律ある安定した社会の実現に努めること。 

［公正，公平，社会正義］ 

正義と公正さを重んじ，誰に対しても公平に

接し，差別や偏見のない社会の実現に努めるこ

と。 

［社会参画，公共の精神］ 

社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め，公

共の精神をもってよりよい社会の実現に努め

ること。 

［勤労］ 

勤労の尊さや意義を理解し，将来の生き方に

ついて考えを深め，勤労を通じて社会に貢献す

ること。 

［家族愛，家庭生活の充実］ 

父母，祖父母を敬愛し，家族の一員としての

自覚をもって充実した家庭生活を築くこと。 

［よりよい学校生活，集団生活の充実］ 

教師や学校の人々を敬愛し，学級や学校の一

員としての自覚をもち，協力し合ってよりよい

校風をつくるとともに，様々な集団の意義や集

団の中での自分の役割と責任を自覚して集団

生活の充実に努めること。 

［郷土の伝統と文化の尊重，郷土を愛する態度］ 

郷土の伝統と文化を大切にし，社会に尽くし

た先人や高齢者に尊敬の念を深め，地域社会の

一員としての自覚をもって郷土を愛し，進んで

郷土の発展に努めること。 

［我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する態度］ 

優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢 

（1）法やきまりの意義を理解し，遵守すると

ともに，自他の権利を重んじ義務を確実に

果たして，社会の秩序と規律を高めるよう

に努める。 

（2）公徳心及び社会連帯の自覚を高め，より

よい社会の実現に努める。 

（3）正義を重んじ，だれに対しても公正，公

平にし，差別や偏見のない社会の実現に努

める。 

（4）自己が属する様々な集団の意義について

の理解を深め，役割と責任を自覚し集団生

活の向上に努める。 

（5）勤労の尊さや意義を理解し，奉仕の精神

をもって，公共の福祉と社会の発展に努め

る。 

（6）父母，祖父母に敬愛の念を深め，家族の

一員としての自覚をもって充実した家庭

生活を築く。 

（7）学級や学校の一員としての自覚をもち，

教師や学校の人々に敬愛の念を深め，協力

してよりよい校風を樹立する。 

（8）地域社会の一員としての自覚をもって郷

土を愛し，社会に尽くした先人や高齢者に

尊敬と感謝の念を深め，郷土の発展に努め

る。 

（9）日本人としての自覚をもって国を愛し，

国家の発展に努めるとともに，優れた伝統

の継承と新しい文化の創造に貢献する。 

（10）世界の中の日本人としての自覚をもち，

国際的視野に立って，世界の平和と人類の

幸福に貢献する。 
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献するとともに，日本人としての自覚をもって

国を愛し，国家及び社会の形成者として，その

発展に努めること。 

［国際理解，国際貢献］ 

世界の中の日本人としての自覚をもち，他国

を尊重し，国際的視野に立って，世界の平和と

人類の発展に寄与すること。 

D 主として生命や自然，崇高なものとの関わり

に関すること 

［生命の尊さ］ 

生命の尊さについて，その連続性や有限性

なども含めて理解し，かけがえのない生命を

尊重すること。 

［自然愛護］ 

自然の崇高さを知り，自然環境を大切にす

ることの意義を理解し，進んで自然の愛護に

努めること。 

［感動，畏敬の念］ 

美しいものや気高いものに感動する心をも

ち，人間の力を超えたものに対する畏敬の念

を深めること。 

［よりよく生きる喜び］ 

人間には自らの弱さや醜さを克服する強さ

や気高く生きようとする心があることを理解

し，人間として生きることに喜びを見いだす

こと。 

 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 各学校においては，道徳教育の全体計画に基

づき，各教科，総合的な学習の時間及び特別活

動との関連を考慮しながら，道徳科の年間指導

計画を作成するものとする。なお，作成に当た

っては，第2に示す内容項目について，各学年

において全て取り上げることとする。その際， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 各学校においては，校長の方針の下に，道徳

教育の推進を主に担当する教師（以下「道徳教

育推進教師」という。）を中心に，全教師が協

力して道徳教育を展開するため，次に示すとこ

ろにより，道徳教育の全体計画と道徳の時間の

年間指導計画を作成するものとする。 
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生徒や学校の実態に応じ，3学年間を見通した

重点的な指導や内容項目間の関連を密にした

指導，一つの内容項目を複数の時間で扱う指導

を取り入れるなどの工夫を行うものとする。 

2 第2の内容の指導に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）学級担任の教師が行うことを原則とする

が，校長や教頭などの参加，他の教師との

協力的な指導などについて工夫し，道徳教

育推進教師を中心とした指導体制を充実

すること。 

（2）道徳科が学校の教育活動全体を通じて行

う道徳教育の要としての役割を果たすこ

とができるよう，計画的・発展的な指導を

行うこと。特に，各教科，総合的な学習の

時間及び特別活動における道徳教育とし

ては取り扱う機会が十分でない内容項目

に関わる指導を補うことや，生徒や学校の

実態等を踏まえて指導をより一層深める

こと，内容項目の相互の関連を捉え直した

り発展させたりすることに留意すること。 

（3）生徒が自ら道徳性を養う中で，自らを振

り返って成長を実感したり，これからの課

題や目標を見付けたりすることができる

よう工夫すること。その際，道徳性を養う

ことの意義について，生徒自らが考え，理

解し，主体的に学習に取り組むことができ

るようにすること。また，発達の段階を考

慮し，人間としての弱さを認めながら，そ

れを乗り越えてよりよく生きようとする

ことのよさについて，教師が生徒と共に考

える姿勢を大切にすること。 

（4）生徒が多様な感じ方や考え方に接する中

で，考えを深め，判断し，表現する力など 

（1）道徳教育の全体計画の作成に当たっては，

学校における全教育活動との関連の下に，

生徒，学校及び地域の実態を考慮して，学

校の道徳教育の重点目標を設定するとと

もに，第2に示す道徳の内容との関連を踏

まえた各教科，総合的な学習の時間及び特

別活動における指導の内容及び時期並び

に家庭や地域社会との連携の方法を示す

必要があること。 

（2）道徳の時間の年間指導計画の作成に当た

っては，道徳教育の全体計画に基づき，各

教科，総合的な学習の時間及び特別活動と

の関連を考慮しながら，計画的，発展的に

授業がなされるよう工夫すること。その

際，第2に示す各内容項目の指導の充実を

図る中で，生徒や学校の実態に応じ，3学

年間を見通した重点的な指導や内容項目

間の関連を密にした指導を行うよう工夫

すること。ただし，第2に示す内容項目は

いずれの学年においてもすべて取り上げ

ること。 

（3）各学校においては，生徒の発達の段階や

特性等を踏まえ，指導内容の重点化を図る

こと。特に，自他の生命を尊重し，規律あ

る生活ができ，自分の将来を考え，法やき

まりの意義の理解を深め，主体的に社会の

形成に参画し，国際社会に生きる日本人と

しての自覚を身に付けるようにすること

などに配慮し，生徒や学校の実態に応じた

指導を行うよう工夫すること。また，悩み

や葛藤
かっとう

等の思春期の心の揺れ，人間関係の

理解等の課題を積極的に取り上げ，道徳的

価値に基づいた人間としての生き方につ

いて考えを深められるよう配慮すること。 
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を育むことができるよう，自分の考えを

基に討論したり書いたりするなどの言語

活動を充実すること。その際，様々な価

値観について多面的・多角的な視点から

振り返って考える機会を設けるととも

に，生徒が多様な見方や考え方に接しな

がら，更に新しい見方や考え方を生み出

していくことができるよう留意するこ

と。 

（5）生徒の発達の段階や特性等を考慮し，指

導のねらいに即して，問題解決的な学習，

道徳的行為に関する体験的な学習等を適

切に取り入れるなど，指導方法を工夫する

こと。その際，それらの活動を通じて学ん

だ内容の意義などについて考えることが

できるようにすること。また，特別活動等

における多様な実践活動や体験活動も道

徳科の授業に生かすようにすること。 

（6）生徒の発達の段階や特性等を考慮し，第2

に示す内容との関連を踏まえつつ，情報モ

ラルに関する指導を充実すること。また，

例えば，科学技術の発展と生命倫理との関

係や社会の持続可能な発展などの現代的

な課題の取扱いにも留意し，身近な社会的

課題を自分との関係において考え，その解

決に向けて取り組もうとする意欲や態度

を育てるよう努めること。なお，多様な見

方や考え方のできる事柄について，特定の

見方や考え方に偏った指導を行うことの

ないようにすること。 

（7）道徳科の授業を公開したり，授業の実施

や地域教材の開発や活用などに家庭や地

域の人々，各分野の専門家等の積極的な参

加や協力を得たりするなど，家庭や地域社 

2 第2に示す道徳の内容は，生徒が自ら道徳性を

はぐくむためのものであり，道徳の時間はもと

より，各教科，総合的な学習の時間及び特別活

動においてもそれぞれの特質に応じた適切な

指導を行うものとする。その際，生徒自らが成

長を実感でき，これからの課題や目標が見付け

られるよう工夫する必要がある。 

3 道徳の時間における指導に当たっては，次の

事項に配慮するものとする。 

（1）学級担任の教師が行うことを原則とする

が，校長や教頭などの参加，他の教師との

協力的な指導などについて工夫し，道徳教

育推進教師を中心とした指導体制を充実

すること。 

（2）職場体験活動やボランティア活動，自然

体験活動などの体験活動を生かすなど，生

徒の発達の段階や特性等を考慮した創意

工夫ある指導を行うこと。 

（3）先人の伝記，自然，伝統と文化，スポー

ツなどを題材とし，生徒が感動を覚えるよ

うな魅力的な教材の開発や活用を通して，

生徒の発達の段階や特性等を考慮した創

意工夫ある指導を行うこと。 

（4）自分の考えを基に，書いたり討論したり

するなどの表現する機会を充実し，自分と

は異なる考えに接する中で，自分の考えを

深め，自らの成長を実感できるよう工夫す

ること。 

（5）生徒の発達の段階や特性等を考慮し，第2

に示す道徳の内容との関連を踏まえて，情

報モラルに関する指導に留意すること。 

4 道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級

内の人間関係や環境を整えるとともに，学校の

道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生か 
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会との共通理解を深め，相互の連携を図

ること。 

3 教材については，次の事項に留意するものと

する。 

（1）生徒の発達の段階や特性，地域の実情等

を考慮し，多様な教材の活用に努めるこ

と。特に，生命の尊厳，社会参画，自然，

伝統と文化，先人の伝記，スポーツ，情報

化への対応等の現代的な課題などを題材

とし，生徒が問題意識をもって多面的・多

角的に考えたり，感動を覚えたりするよう

な充実した教材の開発や活用を行うこと。 

（2）教材については，教育基本法や学校教育

法その他の法令に従い，次の観点に照らし

適切と判断されるものであること。 

ア 生徒の発達の段階に即し，ねらいを

達成するのにふさわしいものであるこ

と。 

イ 人間尊重の精神にかなうものであっ

て，悩みや葛藤等の心の揺れ，人間関

係の理解等の課題も含め，生徒が深く

考えることができ，人間としてよりよ

く生きる喜びや勇気を与えられるもの

であること。 

ウ 多様な見方や考え方のできる事柄を

取り扱う場合には，特定の見方や考え

方に偏った取扱いがなされていないも

のであること。 

4 生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を

継続的に把握し，指導に生かすよう努める必要

がある。ただし，数値などによる評価は行わな

いものとする。 

 

されるようにする必要がある。また，道徳の時

間の授業を公開したり，授業の実施や地域教材

の開発や活用などに，保護者や地域の人々の積

極的な参加や協力を得たりするなど，家庭や地

域社会との共通理解を深め，相互の連携を図る

よう配慮する必要がある。 

5 生徒の道徳性については，常にその実態を把

握して指導に生かすよう努める必要がある。た

だし，道徳の時間に関して数値などによる評価

は行わないものとする。 
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第4章 総合的な学習の時間 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）～（5） （略） 

（6）各教科，道徳科及び特別活動で身に付け

た知識や技能等を相互に関連付け，学習や

生活において生かし，それらが総合的に働

くようにすること。 

（7）各教科，道徳科及び特別活動の目標及び

内容との違いに留意しつつ，第1の目標並

びに第2の各学校において定める目標及び

内容を踏まえた適切な学習活動を行うこ

と。 

（8） （略） 

（9）第1章総則の第1の2に示す道徳教育の目

標に基づき，道徳科などとの関連を考慮し

ながら，第3章特別の教科道徳の第2に示す

内容について，総合的な学習の時間の特質

に応じて適切な指導をすること。 

 

2 （略） 

 

第5章 特別活動 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）特別活動の全体計画や各活動・学校行事

の年間指導計画の作成に当たっては，学校

の創意工夫を生かすとともに，学校の実態

や生徒の発達の段階などを考慮し，生徒に

よる自主的，実践的な活動が助長されるよ

うにすること。また，各教科，道徳科及び

総合的な学習の時間などの指導との関連 

第4章 総合的な学習の時間 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）～（5） （略） 

（6）各教科，道徳及び特別活動で身に付けた

知識や技能等を相互に関連付け，学習や生

活において生かし，それらが総合的に働く

ようにすること。 

（7）各教科，道徳及び特別活動の目標及び内

容との違いに留意しつつ，第1の目標並び

に第2の各学校において定める目標及び内

容を踏まえた適切な学習活動を行うこと。 

 

（8） （略） 

（9）第1章総則の第1の2及び第3章道徳の第1

に示す道徳教育の目標に基づき，道徳の時

間などとの関連を考慮しながら，第3章道

徳の第2に示す内容について，総合的な学

習の時間の特質に応じて適切な指導をす

ること。 

2 （略） 

 

第5章 特別活動 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）特別活動の全体計画や各活動・学校行事

の年間指導計画の作成に当たっては，学校

の創意工夫を生かすとともに，学校の実態

や生徒の発達の段階などを考慮し，生徒に

よる自主的，実践的な活動が助長されるよ

うにすること。また，各教科，道徳及び総

合的な学習の時間などの指導との関連を 
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を図るとともに，家庭や地域の人々との

連携，社会教育施設等の活用などを工夫

すること。 

（2）・（3） （略） 

（4）第1章総則の第1の2に示す道徳教育の目

標に基づき，道徳科などとの関連を考慮し

ながら，第3章特別の教科道徳の第2に示す

内容について，特別活動の特質に応じて適

切な指導をすること。 

2 第2の内容の取扱いについては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1） （略） 

（2）〔学級活動〕については，学校，生徒の

実態及び第1章総則の第4の3の（2）に示

す道徳教育の重点などを踏まえ，各学年に

おいて取り上げる指導内容の重点化を図

るとともに，必要に応じて，内容間の関連

や統合を図ったり，他の内容を加えたりす

ることができること。また，個々の生徒に

ついての理解を深め，生徒との信頼関係を

基礎に指導を行うとともに，生徒指導との

関連を図るようにすること。 

（3） （略） 

3 （略） 

図るとともに，家庭や地域の人々との連

携，社会教育施設等の活用などを工夫す

ること。 

（2）・（3） （略） 

（4）第1章総則の第1の2及び第3章道徳の第1

に示す道徳教育の目標に基づき，道徳の時

間などとの関連を考慮しながら，第3章道

徳の第2に示す内容について，特別活動の

特質に応じて適切な指導をすること。 

2 第2の内容の取扱いについては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1） （略） 

（2）〔学級活動〕については，学校，生徒の

実態及び第3章道徳の第3の1の（3）に示

す道徳教育の重点などを踏まえ，各学年に

おいて取り上げる指導内容の重点化を図

るとともに，必要に応じて，内容間の関連

や統合を図ったり，他の内容を加えたりす

ることができること。また，個々の生徒に

ついての理解を深め，生徒との信頼関係を

基礎に指導を行うとともに，生徒指導との

関連を図るようにすること。 

（3） （略） 

3 （略） 
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● 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 新旧比較 ● 

（※ 平成 27年 3月 27日告示 下線部は，主な変更箇所） 

改正後 改正前 

第1章 総則 

第1節 教育目標 

（略） 

 

第2節 教育課程の編成 

第1 一般方針 

1 （略） 

2 学校における道徳教育は，特別の教科である

道徳（以下「道徳科」という。）を要として学

校の教育活動全体を通じて行うものであり，道

徳科はもとより，各教科，外国語活動，総合的

な学習の時間，特別活動及び自立活動のそれぞ

れの特質に応じて，児童又は生徒の発達の段階

を考慮して，適切な指導を行わなければならな

い。 

小学部における道徳教育は，教育基本法及び

学校教育法に定められた教育の根本精神に基

づき，自己の生き方を考え，主体的な判断の下

に行動し，自立した人間として他者と共により

よく生きるための基盤となる道徳性を養うこ

とを目標とする。 

中学部における道徳教育は，教育基本法及び

学校教育法に定められた教育の根本精神に基

づき，人間としての生き方を考え，主体的な判

断の下に行動し，自立した人間として他者と共

によりよく生きるための基盤となる道徳性を

養うことを目標とする。 

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の

精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，そ

の他社会における具体的な生活の中に生かし，

豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それら

を育んできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな 

第1章 総則 

第1節 教育目標 

（略） 

 

第2節 教育課程の編成 

第1 一般方針 

1 （略） 

2 学校における道徳教育は，道徳の時間を要
かなめ

と

して学校の教育活動全体を通じて行うもので

あり，道徳の時間はもとより，各教科，外国語

活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立

活動のそれぞれの特質に応じて，児童又は生徒

の発達の段階を考慮して，適切な指導を行わな

ければならない。 

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定

められた教育の根本精神に基づき，人間尊重の

精神と生命に対する畏
い

敬の念を家庭，学校，そ

の他社会における具体的な生活の中に生かし，

豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それら

をはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊

かな文化の創造を図るとともに，公共の精神を

尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，他

国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保

全に貢献し未来を拓
ひら

く主体性のある日本人を

育成するため，その基盤としての道徳性を養う

ことを目標とする。 

小学部において道徳教育を進めるに当たっ

ては，教師と児童及び児童相互の人間関係を深

めるとともに，児童が自己の生き方についての

考えを深め，家庭や地域社会との連携を図りな

がら，集団宿泊活動やボランティア活動，自然

体験活動などの豊かな体験を通して児童の内 
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文化の創造を図るとともに，平和で民主的な国

家及び社会の形成者として，公共の精神を尊

び，社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，

国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し

未来を拓
ひら

く主体性のある日本人の育成に資す

ることとなるよう特に留意しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 （略） 

4 学校における自立活動の指導は，障害による

学習上又は生活上の困難を改善・克服し，自立

し社会参加する資質を養うため，学校の教育活

動全体を通じて適切に行うものとする。特に，

自立活動の時間における指導は，各教科，道徳

科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別

活動と密接な関連を保ち，個々の児童又は生徒

の障害の状態や発達の段階等を的確に把握し

て，適切な指導計画の下に行うよう配慮しなけ

ればならない。 

 

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項 

1 第2章以下に示す各教科，道徳科，外国語活動， 

面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配

慮しなければならない。その際，特に児童が基

本的な生活習慣，社会生活上のきまりを身に付

け，善悪を判断し，人間としてしてはならない

ことをしないようにすることなどに配慮しな

ければならない。 

中学部において道徳教育を進めるに当たっ

ては，教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深

めるとともに，生徒が道徳的価値に基づいた人

間としての生き方についての自覚を深め，家庭

や地域社会との連携を図りながら，職場体験活

動やボランティア活動，自然体験活動などの豊

かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳

性の育成が図られるよう配慮しなければなら

ない。その際，特に生徒が自他の生命を尊重し，

規律ある生活ができ，自分の将来を考え，法や

きまりの意義の理解を深め，主体的に社会の形

成に参画し，国際社会に生きる日本人としての

自覚を身に付けるようにすることなどに配慮

しなければならない。 

3 （略） 

4 学校における自立活動の指導は，障害による

学習上又は生活上の困難を改善・克服し，自立

し社会参加する資質を養うため，学校の教育活

動全体を通じて適切に行うものとする。特に，

自立活動の時間における指導は，各教科，道徳，

外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動

と密接な関連を保ち，個々の児童又は生徒の障

害の状態や発達の段階等を的確に把握して，適

切な指導計画の下に行うよう配慮しなければ

ならない。 

 

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項 

1 第2章以下に示す各教科，道徳，外国語活動， 
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特別活動及び自立活動の内容に関する事項は，

特に示す場合を除き，いずれの学校においても

取り扱わなければならない。 

2 学校において特に必要がある場合には，第2

章以下に示していない内容を加えて指導する

ことができる。また，第2章第1節第1款及び同

章第2節第1款において準ずるものとしている

小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導

要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち

内容の範囲や程度等を示す事項は，全ての児童

又は生徒に対して指導するものとする内容の

範囲や程度等を示したものであり，学校におい

て特に必要がある場合には，この事項にかかわ

らず指導することができる。ただし，これらの

場合には，第2章以下に示す各教科，道徳科，

外国語活動，特別活動及び自立活動並びに各学

年，各分野又は各言語（知的障害者である児童

又は生徒に対する教育を行う特別支援学校に

おいては，各教科，道徳科，特別活動及び自立

活動）の目標や内容の趣旨を逸脱したり，児童

又は生徒の負担過重となったりすることのな

いようにしなければならない。 

3 第2章以下に示す各教科，道徳科，外国語活動，

特別活動及び自立活動並びに各学年，各分野又

は各言語の内容に掲げる事項の順序は，特に示

す場合を除き，指導の順序を示すものではない

ので，学校においては，その取扱いについて適

切な工夫を加えるものとする。 

4・5 （略） 

6 知的障害者である生徒に対する教育を行う特

別支援学校の中学部においては，国語，社会，

数学，理科，音楽，美術，保健体育及び職業・

家庭の各教科，道徳科，総合的な学習の時間，

特別活動並びに自立活動については，特に示す 

特別活動及び自立活動の内容に関する事項は，

特に示す場合を除き，いずれの学校においても

取り扱わなければならない。 

2 学校において特に必要がある場合には，第2

章以下に示していない内容を加えて指導する

ことができる。また，第2章第1節第1款及び同

章第2節第1款において準ずるものとしている

小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導

要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち

内容の範囲や程度等を示す事項は，すべての児

童又は生徒に対して指導するものとする内容

の範囲や程度等を示したものであり，学校にお

いて特に必要がある場合には，この事項にかか

わらず指導することができる。ただし，これら

の場合には，第2章以下に示す各教科，道徳，

外国語活動，特別活動及び自立活動並びに各学

年，各分野又は各言語（知的障害者である児童

又は生徒に対する教育を行う特別支援学校に

おいては，各教科，道徳，特別活動及び自立活

動）の目標や内容の趣旨を逸脱したり，児童又

は生徒の負担過重となったりすることのない

ようにしなければならない。 

3 第2章以下に示す各教科，道徳，外国語活動，

特別活動及び自立活動並びに各学年，各分野又

は各言語の内容に掲げる事項の順序は，特に示

す場合を除き，指導の順序を示すものではない

ので，学校においては，その取扱いについて適

切な工夫を加えるものとする。 

4・5 （略） 

6 知的障害者である生徒に対する教育を行う特

別支援学校の中学部においては，国語，社会，

数学，理科，音楽，美術，保健体育及び職業・

家庭の各教科，道徳，総合的な学習の時間，特

別活動並びに自立活動については，特に示す場 
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場合を除き，全ての生徒に履修させるものとす

る。また，外国語科については，学校や生徒の

実態を考慮し，必要に応じて設けることができ

る。 

7 知的障害者である児童又は生徒に対する教育

を行う特別支援学校において，各教科の指導に

当たっては，各教科（小学部においては各教科

の各段階。以下この項において同じ。）に示す

内容を基に，児童又は生徒の知的障害の状態や

経験等に応じて，具体的に指導内容を設定する

ものとする。また，各教科，道徳科，特別活動

及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導

を行う場合には，各教科，道徳科，特別活動及

び自立活動に示す内容を基に，児童又は生徒の

知的障害の状態や経験等に応じて，具体的に指

導内容を設定するものとする。 

8 （略） 

9 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じ

て行う道徳教育の内容は，小学部においては第

3章において準ずるものとしている小学校学習

指導要領第3章第2に示す内容，中学部において

は第3章において準ずるものとしている中学校

学習指導要領第3章第2に示す内容とする。 

 

第3 授業時数等の取扱い 

1 小学部又は中学部の各学年における第2章以

下に示す各教科（知的障害者である生徒に対す

る教育を行う特別支援学校の中学部において，

外国語科を設ける場合を含む。以下同じ。），

道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間，特

別活動（学級活動（学校給食に係るものを除

く。）に限る。以下この項，4及び6において同

じ。）及び自立活動（以下「各教科等」という。）

の総授業時数は，小学校又は中学校の各学年に 

合を除き，すべての生徒に履修させるものとす

る。また，外国語科については，学校や生徒の

実態を考慮し，必要に応じて設けることができ

る。 

7 知的障害者である児童又は生徒に対する教育

を行う特別支援学校において，各教科の指導に

当たっては，各教科（小学部においては各教科

の各段階。以下この項において同じ。）に示す

内容を基に，児童又は生徒の知的障害の状態や

経験等に応じて，具体的に指導内容を設定する

ものとする。また，各教科，道徳，特別活動及

び自立活動の全部又は一部を合わせて指導を

行う場合には，各教科，道徳，特別活動及び自

立活動に示す内容を基に，児童又は生徒の知的

障害の状態や経験等に応じて，具体的に指導内

容を設定するものとする。 

8 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第3 授業時数等の取扱い 

1 小学部又は中学部の各学年における第2章以

下に示す各教科（知的障害者である生徒に対す

る教育を行う特別支援学校の中学部において，

外国語科を設ける場合を含む。以下同じ。），

道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別

活動（学級活動（学校給食に係るものを除く。）

に限る。以下この項，4及び6において同じ。）

及び自立活動（以下「各教科等」という。）の

総授業時数は，小学校又は中学校の各学年にお 
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おける総授業時数に準ずるものとする。この場

合，各教科等の目標及び内容を考慮し，それぞ

れの年間の授業時数を適切に定めるものとす

る。 

2～8 （略） 

 

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

1 （略） 

2 各教科等の指導に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。 

（1）～（16） （略） 

3 道徳教育を進めるに当たっては，次の事項に

配慮するものとする。 

（1）各学校においては，第1の2に示す道徳教

育の目標を踏まえ，道徳教育の全体計画を

作成し，校長の方針の下に，道徳教育の推

進を主に担当する教師（以下「道徳教育推

進教師」という。）を中心に，全教師が協

力して道徳教育を展開すること。なお，道

徳教育の全体計画の作成に当たっては，児

童又は生徒，学校及び地域の実態を考慮し

て，学校の道徳教育の重点目標を設定する

とともに，道徳科の指導方針，第3章にお

いて準ずるものとしている小学校学習指

導要領第3章第2に示す内容又は中学校学

習指導要領第3章第2に示す内容との関連

を踏まえた各教科，外国語活動，総合的な

学習の時間，特別活動及び自立活動におけ

る指導の内容及び時期並びに家庭や地域

社会との連携の方法を示すこと。 

（2）小学部においては，児童の障害の状態及

び発達の段階や特性等を踏まえ，指導内容

の重点化を図ること。その際，各学年を通

じて，自立心や自律性，生命を尊重する心 

ける総授業時数に準ずるものとする。この場

合，各教科等の目標及び内容を考慮し，それぞ

れの年間の授業時数を適切に定めるものとす

る。 

2～8 （略） 

 

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

1 （略） 

2 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 

 

（1）～（16） （略） 

（新設） 
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や他者を思いやる心を育てることに留意

すること。また，各学年段階においては，

次の事項に留意すること。 

ア 第1学年及び第2学年においては，挨

拶などの基本的な生活習慣を身に付け

ること，善悪を判断し，してはならな

いことをしないこと，社会生活上のき

まりを守ること。 

イ 第3学年及び第4学年においては，善

悪を判断し，正しいと判断したことを

行うこと，身近な人々と協力し助け合

うこと，集団や社会のきまりを守るこ

と。 

ウ 第5学年及び第6学年においては，相

手の考え方や立場を理解して支え合う

こと，法やきまりの意義を理解して進

んで守ること，集団生活の充実に努め

ること，伝統と文化を尊重し，それら

を育んできた我が国と郷土を愛すると

ともに，他国を尊重すること。 

（3）小学部においては，学校や学級内の人間

関係や環境を整えるとともに，集団宿泊活

動やボランティア活動，自然体験活動，地

域の行事への参加などの豊かな体験を充

実すること。また，道徳教育の指導内容が，

児童の日常生活に生かされるようにする

こと。その際，いじめの防止や安全の確保

等にも資することとなるよう留意するこ

と。 

（4）中学部においては，生徒の障害の状態及

び発達の段階や特性等を踏まえ，指導内容

の重点化を図ること。その際，小学部にお

ける道徳教育の指導内容を更に発展させ，

自立心や自律性を高め，規律ある生活をす 
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ること，生命を尊重する心や自らの弱さ

を克服して気高く生きようとする心を育

てること，法やきまりの意義に関する理

解を深めること，自らの将来の生き方を

考え主体的に社会の形成に参画する意欲

と態度を養うこと，伝統と文化を尊重し，

それらを育んできた我が国と郷土を愛す

るとともに，他国を尊重すること，国際

社会に生きる日本人としての自覚を身に

付けることに留意すること。 

（5）中学部においては，学校や学級内の人間

関係や環境を整えるとともに，職場体験活

動やボランティア活動，自然体験活動，地

域の行事への参加などの豊かな体験を充

実すること。また，道徳教育の指導内容が，

生徒の日常生活に生かされるようにする

こと。その際，いじめの防止や安全の確保

等にも資することとなるよう留意するこ

と。 

（6）学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に

関する諸活動などの情報を積極的に公表

したり，道徳教育の充実のために家庭や地

域の人々の積極的な参加や協力を得たり

するなど，家庭や地域社会との共通理解を

深め，相互の連携を図ること。 

 

第5 重複障害者等に関する教育課程の取扱い 

1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要が

ある場合には，次に示すところによるものとす

る。 

（1） （略） 

（2）各教科及び道徳科の各学年の目標及び内

容の全部又は一部を，当該学年の前各学年

の目標及び内容の全部又は一部によって， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5 重複障害者等に関する教育課程の取扱い 

1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要が

ある場合には，次に示すところによるものとす

る。 

（1） （略） 

（2）各教科の各学年の目標及び内容の全部又

は一部を，当該学年の前各学年の目標及び

内容の全部又は一部によって，替えること 
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替えることができること。 

（3）中学部の各教科及び道徳科の目標及び内

容に関する事項の全部又は一部を，当該各

教科及び道徳科に相当する小学部の各教

科及び道徳科の目標及び内容に関する事

項の全部又は一部によって，替えることが

できること。 

（4）・（5） （略） 

2 （略） 

3 重複障害者のうち，障害の状態により特に必

要がある場合には，各教科，道徳科，外国語活

動若しくは特別活動の目標及び内容に関する

事項の一部又は各教科，外国語活動若しくは総

合的な学習の時間に替えて，自立活動を主とし

て指導を行うことができるものとする。 

4・5 （略） 

 

第3章 特別の教科 道徳 

小学部又は中学部の道徳科の目標，内容及び指

導計画の作成と内容の取扱いについては，それぞ

れ小学校学習指導要領第3章又は中学校学習指導

要領第3章に示すものに準ずるほか，次に示すと

ころによるものとする。 

1～3 （略） 

 

第7章 自立活動 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1・2 （略） 

3 指導計画の作成に当たっては，各教科，道徳

科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別

活動の指導と密接な関連を保つようにし，計画

的，組織的に指導が行われるようにするものと

する。 

4～7 （略） 

ができること。 

（3）中学部の各教科の目標及び内容に関する

事項の全部又は一部を，当該各教科に相当

する小学部の各教科の目標及び内容に関

する事項の全部又は一部によって，替える

ことができること。 

 

（4）・（5） （略） 

2 （略） 

3 重複障害者のうち，障害の状態により特に必

要がある場合には，各教科，道徳，外国語活動

若しくは特別活動の目標及び内容に関する事

項の一部又は各教科，外国語活動若しくは総合

的な学習の時間に替えて，自立活動を主として

指導を行うことができるものとする。 

4・5 （略） 

 

第3章 道徳 

小学部又は中学部の道徳の目標，内容及び指導

計画の作成と内容の取扱いについては，それぞれ

小学校学習指導要領第3章又は中学校学習指導要

領第3章に示すものに準ずるほか，次に示すとこ

ろによるものとする。 

1～3 （略） 

 

第7章 自立活動 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1・2 （略） 

3 指導計画の作成に当たっては，各教科，道徳，

外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動

の指導と密接な関連を保つようにし，計画的，

組織的に指導が行われるようにするものとす

る。 

4～7 （略） 

 


